
　改正自賠法に基づき，自賠責保険の保険金の支払

いに関する紛争を解決するため，公正中立で専門的

な知見を有する紛争処理機関として平成14年４月よ

り業務を開始した（財）自賠責保険・共済紛争処理

機構に対し，通常の裁判による救済に比べてより迅

速な紛争の解決が図られるよう指導を行う。

縱　交通事故被害者対策の充実強化

（1）　自動車事故被害者等に対する援助措置の充実

ア　自賠法の自動車事故対策計画に基づく交通事

故被害者救済対策等

　自賠法による自動車事故対策計画に基づき，被害

者保護の増進及び自動車事故の発生の防止が安定的

に行われるよう補助等を行う。

イ　独立行政法人自動車事故対策機構

　独立行政法人自動車事故対策機構は，交通事故被

害者の救済を図るため，次に掲げる業務を行う。

（ア）　介護料の支給

　自動車事故により重度の後遺障害を負い，常時又

は随時介護を要する被害者に介護料の支給を行う。

さらに，在宅介護者の支援を強化するため，短期入

院費用の一部助成を行う。

（イ）　重度後遺障害者療護施設の運営等

　自動車事故による重度後遺障害者に対し，専門的

な治療及び養護を行う療護センター（千葉，東北，

岡山，中部の４箇所）の運営を行う。

ウ　交通遺児に対する援助

　交通遺児の生活基盤を確立し，その健やかな育成

を図るため，（財）交通遺児育成基金において，交

通遺児から拠出された資金を長期にわたり安定的に

運用して，その育成資金を定期的に給付する交通遺

児育成基金事業を行う。

第８節　科学技術の振興等

縡　道路交通の安全に関する研究開発の推進

（1）　内閣府本府の調査研究

　国民の交通安全に対する理解を深めるとともに，

今後の交通安全対策の重点化・効率化を図るため，

交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研

エ　交通安全活動推進センター

　都道府県交通安全活動推進センターは，職員のほ

か，弁護士，カウンセラー等を相談員として配置

し，相談体制の充実に努める。

（2）　交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進

ア　交通事故被害者等に対する情報提供の実施

　ひき逃げ事件，交通死亡事故等の被害者・遺族に

対して，事故の概要，捜査状況等についての被害者

連絡を適時，適切に実施するとともに，「交通事故

被害者の手引」の配布や各種相談活動によって，被

害者等にとって必要な情報の提供に努める。

　また，交通死亡事故等を起こした加害者に対する

行政処分結果等について被害者等からの問い合わせ

があった場合には，適切に教示するなど，被害者等

の心情に配意した行政処分制度の運用に努める。

　検察庁では，刑事事件の処理結果等を通知する被

害者等通知制度の実施，被害者支援員による被害者

相談等の対応を充実させるほか，被害者等に対する

不起訴事件記録の開示の弾力的な運用などの施策を

実施し，被害者等の保護に努める。

イ　交通事故被害者等の声を反映した講習等の推

進

　運転免許に関する各種講習において，被害者等の

声を反映させ，交通事故の悲惨さを受講者に効果的

に理解させる施策の推進を図る。また，被害者等の

手記を取りまとめた資料等については，交通安全推

進団体等にも配布し，交通事故の悲惨さの紹介に努

める。

ウ　交通事故被害者支援事業の実施

　国民が互いに支え合う，安全で安心できる交通社

会を形成することを目的として，交通事故被害者支

援事業を実施する。

究を実施する。

（2）　警察庁関係の研究

ア　高度道路交通システム（ITS）に関する研究

開発の推進

（ア）　交通管理の最適化
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　交通流・量の積極的かつ総合的な管理を行い，交

通の安全性・快適性の向上を図るため，環境に対応

した信号制御手法，カーナビゲーション装置等への

交通情報提供システム等の研究開発を推進する。

（イ）　信号制御の高度化

　現行の信号制御方式に代わり，個々の信号機にお

いて，交差点に到達する交通流を予測して制御する

新たな信号制御方式を導入するための実証実験を行

い，信号制御の高度化に関する手法の研究開発を推

進する。

（ウ）　安全運転の支援

　交通管制システムのインフラ等を利用して，運転

者に対し，周辺の交通状況等をカーナビゲーション

装置を通し視覚・聴覚情報により提供することで危

険要因に対する注意を促し，ゆとりを持った運転が

できる運転環境を創り出すことにより，交通事故の

低減を図る安全運転支援システム（DSSS）の研究

開発を推進する。

イ　環境負荷軽減のための交通管理システムに関

する研究

　光ビーコンと車両感知器によって得られる交通流

データを活用して，自動車から排出される大気汚染

物質や二酸化炭素の低減を狙いとする新たな交通管

理システムを研究開発する。

ウ　運転者の心理的及び生理的特性と運転行動に

関する研究

　運転者の認知機能等心理的生理的特性と運転行動

との関係を分析し，年齢や運転特性に応じた運転者

教育法や運転適性検査の開発，交通安全施設整備手

法等について研究する。

エ　車載型事故記録装置による車両運動の再現性

に関する研究

　事故時の車両運動を記録する車載型事故記録装置

のデータ処理方法を明確にするため，装置の性能や

計測ノイズ，車両の振動等が車両運動の再現精度に

与える影響を研究する。

オ　高齢運転者対策の高度化に関する調査研究

　高齢者講習をはじめとする諸対策の高度化を図る

ため，高齢者講習等の効果を検証するとともに，効

果的な高齢運転者教育の手法，内容等について調査

研究を行う。

カ　貨物自動車の運転に係る運転者再教育の在り

方についての調査研究

　現在普通免許を保有している者が，車両総重量８

トンまでの貨物自動車を運転する際の安全対策の徹

底を図るため，貨物自動車の運転に係る効果的な運

転者再教育の手法，内容等について調査研究を行

う。

キ　騒音環境下等における自動車等運転時の安全

対策に関する調査研究

　聴覚に障害を有する運転者の安全対策に資するた

め，聴覚情報を視覚情報等に変換する技術の有効性

や実用性について調査研究を行う。

ク　運転適性検査の在り方に関する調査研究

　運転適正検査及びこれを用いた運転者教育の高度

化を図るため，運転適正検査に求められる機能，こ

れを用いた安全教育の手法等を研究する。

（3）　総務省関係の研究

　車・道路・人を有機的に結合することにより，交

通分野においてもユビキタスネットワーク環境を享

受できるITSの実現を目指した研究開発及びITS情報

通信技術の国際展開に関する調査開発等を行う。ま

た，安全運転支援のためのミリ波ITS情報通信技術

の研究及び高齢者・障害者の移動を支援するロボ

ティク通信端末（RCT）の研究を行う。

（4）　文部科学省関係の研究

　独立行政法人防災科学技術研究所において，冬期

における道路交通の確保等に資するため，吹雪，雪

崩等の雪氷防災に関する研究を行う。

（5）　経済産業省関係の研究

　自動車の安全性能を高めるための車間距離制御シ

ステムや前方車両追突警報システムといったITS技

術を利用した機構・装置等を国際標準化するため規

格化事業を実施する。

（6）　国土交通省関係の研究

ア　国土交通省本省の研究

（ア）　ITS関連情報統合システムの実証実験

　車両識別のニーズが高まる自動車交通行政を進め

る上で不可欠な個車情報に関するインフラ（基盤技

術）として，電子ナンバープレート（スマートプ
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レート）を検討しており，スマートプレートの仕組

みや効果等の情報提供を行い，広く認知・理解を得

ることが必要であることから，その活用方法等につ

いてセミナー等を開催する。

（イ）　道路管理の情報化

　道路管理の効率化や交通の信頼性確保の観点から

の情報化を推進する。地理情報システム（GIS）の

標準化動向を見極めつつ，道路関係データの形式の

統一化，データベースの整備など道路交通全般にわ

たり共通して道路情報を効率的に利用，提供できる

環境整備を推進する。また，特殊車両等の適切な管

理を行うため，通行許可申請等の電子化や通行経

路・車両諸元の把握などを行うシステムの開発を行

う。

（ウ）　公共交通の支援

　バス待ちのイライラを解消するため，バスロケー

ションシステムの導入拡大を推進することとし，具

体的にはバスロケーションシステム情報の利用者へ

の提供を一元的に行うことを可能とする標準データ

フォーマットを策定する。

イ　国土技術政策総合研究所の研究

（ア）　高度道路交通システムに関する研究開発

　情報通信技術（IT）を活用し，人・車・道路のコ

ミュニケーションによって，より安全で快適な移動

を支援するため，各種ITSサービスの研究開発を進

めるとともに，システムの共通的な基盤の構築，国

際標準化活動の支援等を積極的に推進する。

①　道路交通情報収集提供の高度化

　道路交通情報通信システム（VICS）等を活用し，

渋滞情報や所要時間情報などの道路交通情報の収

集・提供の高度化を図る。また，ETCの無線通信技

術を活用して道路交通情報の提供などの多様なサー

ビスを一つの共通無線機で効率よく提供するための

技術の研究開発を推進する。

②　安全運転の支援

　ドライバーの安全運転を支援するため，走行支援

道路システム（AHS）の早期実用化を目指し，ETC

通信技術やデジタル道路地図を活用した安全運転支

援に関する研究開発を推進する。

③　システムの共通的な基盤（プラットフォー

ム）の構築

　システムの構築に当たり，ITSシステムの全体像

（アーキテクチャ）に基づき，ITSを構成するシス

テム間の互換性を確保するための道路管理者間の通

信規約（プロトコル）等の基準類の整備を行い，全

体として有機的に連携した統合的なシステムを効率

的に構築する。

④　国際標準化活動の支援等

　ITS世界会議等の国際会議や二国間レベルでの情

報交換を行うなど，国際的な視野からの取組を推進

する。また，国際標準化機構（ISO）の国際標準化

活動に対して支援を行い，日本のシステムの国際標

準化を図るとともに，既存国際標準との整合を図

る。

（イ）　道路空間の安全性向上に資する研究

　交通安全対策のより効果的，効率的な実施に資す

るために，交通安全対策の工種別効果分析に基づい

て対策実施箇所の状況に応じた「効果的な対策工種

選定方法」に関する研究，「面的安全対策」に関す

る研究，先進諸外国の動向を踏まえた「交通安全に

関する施策・マネジメント」に関する研究，ヒュー

マンエラー抑制の観点からの「道路・沿道環境のあ

り方」に関する研究を推進する。

ウ　気象庁気象研究所等の研究

　道路交通の安全に寄与する気象情報等の精度向上

を図るため，気象研究所を中心に「上陸台風の構造

変化過程とそれに伴う暴風，豪雨，高潮の発生に関

する研究」，「非静力学モデル（NHM）の高度化と

同化技術の改善に関する研究」，「東海地震の予測精

度向上及び東南海・南海地震の発生準備過程の研

究」等，気象・地象・水象に関する基礎的及び応用

的研究を行う。

エ　独立行政法人交通安全環境研究所の研究

　事故を未然に防ぐための予防安全技術の研究や万

一事故が発生した場合の乗員，歩行者等の保護を行

うために必要な車両に係る被害軽減技術の研究等を

推進する。

オ　独立行政法人北海道開発土木研究所の研究

　積雪寒冷地における道路交通の安全確保を図るた

め，冬期道路管理の高度化，郊外部重大事故対策，
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道路の除排雪効率化と路面凍結対策，及びインター

ネットを活用した道路情報提供システムや安全走行

支援システムの開発など，積雪寒冷地における諸条

件での道路安全対策に関する調査研究を行うととも

に，雪氷等による道路災害に関する調査研究を行

う。

縒　道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実・

強化

　警察庁では，効果的な交通事故防止対策を講じて

いくための総合的，科学的な事故調査分析の在り方

について検討を行う。

　国土交通省では，科学的な分析に基づく事故対策

を推進するため，「交通事故対策・評価マニュアル」

及び「交通事故対策事例集」を作成し，個別の事故

対策の立案・実施に活用している。

　また，（財）交通事故総合分析センターは，交通

事故統合データベースを作成し，多角的なマクロ

（巨視的）統計分析を行うとともに，つくば市周辺

を中心として実際の交通事故現場に臨場し，交通事

故を総合的かつ科学的に調査する事故例調査（ミク

ロ（微視的）調査）を実施し，収集したデータを基

に各種の分析・調査研究を行う。

　平成17年度は，従来の調査研究活動に加え，複

雑・多様化する交通事故原因に対応するため，分

析・調査体制の強化と分析・調査手法の高度化を図

る。また，事故例調査については，重大な結果を生

じさせたり，多発傾向にあるなど社会的な関心の高

い事故類型に重点を置いて調査を実施する。

　さらに，同センターの研究成果を国民に対して積

極的に提供していくことにより，交通安全に対する

国民の意識の高揚を図る。
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